
令和８年度当初予算提案理由及び予算概要 

 

議案第21号 

 

令和８年度四街道市一般会計予算 

 

本案は、令和８年度四街道市一般会計予算について、地方自治法第２１１条第１項の

規定により提案するものであります。 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,850,000千円とするもので、

令和７年度当初予算と比較し、0.7％、270,000千円の減額です。 

歳入の主なものは、市税12,998,000千円、地方消費税交付金2,492,000千円、地方交付

税4,100,000千円、国庫支出金7,548,132千円、県支出金3,656,035千円、繰入金

1,131,992千円、市債538,000千円です。 

歳出の主なものは、総務費4,156,449千円、民生費18,838,781千円、衛生費3,054,645

千円、土木費1,834,273千円、消防費1,341,781千円、教育費3,559,296千円、公債費

2,466,309千円です。 

継続費については、文化センター管理事業（文化センター大規模改修工事設計意図伝

達業務委託）ほか３件を設定しました。 

繰越明許費については、県議会議員選挙執行管理事業を設定しました。 

債務負担行為については、文化センター什器等移転業務委託ほか４件を設定しました。 

地方債については、デジタル活用推進事業ほか１７件を設定しました。 

一時借入金については、借入れの最高額を2,000,000千円と定めました。 

 

 

議案第22号 

 

令和８年度四街道市国民健康保険特別会計予算 

 

本案は、令和８年度四街道市国民健康保険特別会計予算について、地方自治法 

第２１１条第１項の規定により提案するものであります。 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,321,600千円とするもので、

令和７年度当初予算と比較し、0.2％、14,500千円の増額です。 

歳入の主なものは、国民健康保険税1,879,558千円、県支出金5,900,828千円、 

繰入金528,200千円で、歳出の主なものは、保険給付費5,817,768千円、国民健康保険事

業費納付金2,354,757千円、保健事業費80,266千円です。 

一時借入金については、借入れの最高額を600,000千円と定めました。 



議案第23号 

 

令和８年度四街道市介護保険特別会計予算 

 

本案は、令和８年度四街道市介護保険特別会計予算について、地方自治法第２１１条

第１項の規定により提案するものであります。 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,737,600千円とするもので、

令和７年度当初予算と比較し、4.6％、342,700千円の増額です。 

歳入の主なものは、保険料1,846,710千円、国庫支出金1,383,055千円、支払基金交付

金2,003,391千円、繰入金1,417,734千円で、歳出の主なものは、保険給付費7,171,460 

千円、地域支援事業費308,096千円です。 

 

 

議案第24号 

 

令和８年度四街道市後期高齢者医療特別会計予算 

 

本案は、令和８年度四街道市後期高齢者医療特別会計予算について、地方自治法 

第２１１条第１項の規定により提案するものであります。 

予算の内容は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,289,000千円とするもので、

令和７年度当初予算と比較し、19.0％、365,100千円の増額です。 

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料1,921,154千円、繰入金359,358千円で、歳

出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金2,200,605千円です。 

 

 

議案第25号 

 

令和８年度四街道市水道事業会計予算 

 

本案は、令和８年度四街道市水道事業会計予算について、地方公営企業法第２４条第

２項の規定により提案するものであります。 

予算の内容は、業務の予定量では、給水戸数43,500戸、主要な建設改良事業として配

水管整備事業ほかで1,453,182千円を見込みました。 

収益的収入及び支出では収入を2,284,289千円、支出を2,123,299千円、差引160,990 

千円とするものであり、資本的収入及び支出では収入を438,931千円、支出を1,628,840

千円とするものであり、不足額1,189,909千円は過年度分損益勘定留保資金ほかで補てん

いたします。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給与費で

169,689千円とし、たな卸資産の購入限度額については、27,248千円と定めました。 



議案第26号 

 

令和８年度四街道市下水道事業会計予算 

 

本案は、令和８年度四街道市下水道事業会計予算について、地方公営企業法第２４条

第２項の規定により提案するものであります。 

予算の内容は、業務の予定量では、排水区域内人口84,500人、主要な建設改良事業と

して汚水管整備事業ほかで289,584千円を見込みました。 

収益的収入及び支出では収入を2,278,039千円、支出を2,479,814千円、差引201,775 

千円の不足とするものであり、資本的収入及び支出では収入を353,821千円、支出を

577,732千円とするものであり、不足額223,911千円は過年度分損益勘定留保資金ほかで

補てんいたします。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費については、職員給与費で

112,834千円と定めました。 


